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令和８年度 金沢競馬番組編成要綱 

 

１  出走馬の資格 

（１）登録・種類 

地方競馬全国協会に登録されているサラブレッド系軽種馬 

 

 

（２）出走馬の種類 

ア 主催者認定馬 

（ア）２歳馬 

令和８年（２０２６年）に地方競馬全国協会の登録を受けた２歳馬で、他場所属馬として

出走実績がなく、金沢競馬場に所属している馬（以下「金沢所属馬」という。） 

（イ）３歳馬 

令和７年（２０２５年）の主催者認定２歳馬で、引き続き金沢所属馬である馬 

イ 実績馬 

金沢所属馬として出走後、他場所属馬として出走実績のない馬のうち、アに該当しない馬 

ウ 冬期他場転厩馬 

実績馬または主催者認定馬が、令和７年度通算第１８回、第１９回または第２０回（令和

８年度通算第１９回または第２０回）に出走後、他場所属馬として出走し、再び同年度通算

第２１回に金沢所属馬として出走申込があり、引き続き金沢所属馬である馬 

エ 未出走馬 

出走実績のない馬 

オ 転入馬（再転入馬） 

   ア～エ以外の馬。このうち、令和６年度通算第２１回以降に金沢所属馬として出走実績が

ある馬を再転入馬と定義することがある。 

 

 

（３）年  齢 

満２歳以上とする。ただし、未出走馬は６歳までとする。 

 

 

（４）条  件 

ア 主催者認定馬・実績馬・冬期他場転厩馬は、当該開催の第 1日が、出走停止処分期間及び

鼻出血による出走制限期間に該当しないことを条件とする。ただし、調教不十分など馬に起

因する出走停止処分については、当該開催第１日の前日から過去２年間で２回以下でなけれ

ばならない。 

イ 転入馬は、当該開催の出走申込前日時点で以下の条件を満たしていることを条件とする。 

 （ア）馬に起因する出走停止処分の処分期間満了後、調教の再検査を指示されることなく５回

以上完走していること。ただし、複数の出走停止処分を受けている場合は、最後の出走停

止処分期間の満了後に、調教の再検査を指示されることなく５回以上完走していること。 

（イ）理化学検査の結果による出走停止処分の出走停止期間中でないこと 

（ウ）鼻出血による出走制限期間中でないこと 

（エ）外国産馬については、海外の競馬場で出走実績がないこと 

なお、金沢競馬場で地方競馬全国協会の馬登録を受ける外国産馬については、入きゅう

時、輸出国における競馬総括団体が発行する証明書を有していること。 



（５）その他の条件 

ア 出走申込をする馬は、当該開催申込日（追加申込日を含む）の前日までに各調教師の管理

する馬房に入きゅうしていること。ただし、以下の馬については、この限りでない。 

（ア）知事が特別に認める競走に出走する馬 

（イ）金沢所属馬として、他場施行の交流競走に出走する遠征馬 

イ 出走申込をする馬は、競馬の公正を害するおそれのない馬であること。 

ウ 出走申込をする馬は、視力の正常な馬であること(隻眼は不可)。 

エ 中央競馬及び地方競馬において、日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」という。）競馬施行規程

並びに地方競馬実施条例施行規則に定める賞金等の返還に応じない馬主の全ての所有馬（共

有馬を含む）は、その返還があるまで出走を認めない。 

オ 民事執行法の規定による差押えを受けている馬及び民事保全法の規定による仮差押えを

受けている馬は、出走を認めない。 

 

 

 

２ 番組編成要領 

（１）競走の種類 

平地競走 

 

 

（２）競走の階級及び組 

ア ２歳馬競走 １組、２組…に組分け。 

イ ３歳馬競走 Ａ、Ｂの階級とし、各１組、２組…に組分け。 

ウ 一般馬競走 Ａ１・Ａ２、Ｂ１・Ｂ２、Ｃ１・Ｃ２の階級とし、各１組、２組…に組分け。 

          ただし、Ａ１級、Ａ２級の距離選択競走については、ａ組、ｂ組とする。 

 

 

（３）出走回数の制限 

出走は１開催１回とする。ただし、別途定める「二走表示競走編成等実施要領」に基づき、

１開催に２回出走できる場合がある。 

 

 

（４）競走距離 

900ｍ、1,400ｍ、1,500ｍ、1,700ｍ、1,900ｍ、2,000ｍ、2,100ｍ、2,600ｍ 

なお、距離選択競走はｂ組よりａ組の方が長くなるよう設定する。 

 

  



（５）番組編成収得賞金（以下、番組賞金）の算出方法 

※令和９年３月開催から原則令和９年度番組編成要綱に基づき算出する。 

  ア 令和８年度金沢競馬初申込時点（当初番組賞金）の算出方法 

（ア）基本的な算出方法 

令和６年（２０２４年）１月１日から当該開催の出走馬編成発表の前日までの、１着から

５着までの本賞金の合計額とする。ただし、表１及び２に該当する競走の賞金は、減額率を

乗じた額を収得賞金から減額する。複数項目該当する場合は、減額率の高い方を適用する。 

 

   表１ 主催者認定馬・実績馬・冬期他場転厩馬の減額率及び対象競走 

減 額 率 対  象  競  走 

１００％ 令和７年１２月２９日～令和８年３月１０日までに実施された競走 

８０％ 
ＧⅠ・Ⅱ・Ⅲ、ＪｐｎⅠ・Ⅱ・Ⅲ競走 

ＪＲＡ施行競走、海外で開催された競走、ＪＲＡ重賞級認定競走 

７０％ 南関東地区（浦和・船橋・大井・川崎競馬）施行競走 

６０％ 

ＪＲＡ認定競走（重賞級を除く） 

高知競馬、兵庫（園田・姫路競馬）施行競走 

他場施行の交流重賞競走（金沢所属馬のみ） 

金沢競馬施行競走（８０％減額対象競走を除く） 

４０％ 名古屋競馬施行競走 

 

 

 

 

 

 

   表２ 転入馬の減額率及び対象競走 

減 額 率 対  象  競  走 

８０％ 
ＧⅠ・Ⅱ・Ⅲ、ＪｐｎⅠ・Ⅱ・Ⅲ競走 

ＪＲＡ施行競走、海外で開催された競走、ＪＲＡ重賞級認定競走 

７０％ 南関東地区（浦和・船橋・大井・川崎競馬）施行競走 

６０％ 

ＪＲＡ認定競走（重賞級を除く） 

高知競馬、兵庫（園田・姫路競馬）施行競走 

他場施行の交流重賞競走（金沢所属馬のみ） 

令和７年度の百万石賞、石川優駿、北國王冠、中日杯 

５０％ 
金沢競馬施行の２歳新馬競走、騎手交流競走、イヌワシ賞、ＭＲＯ金賞 

令和８年度の百万石賞、石川優駿、北國王冠、中日杯、日本海スプリント 

４０％ 名古屋競馬施行競走、かがやきスプリント 

 

 

 

 

 

  （イ）７歳以上馬に対する減額 

     （ア）により算出した番組賞金額の３０％を減額する。 

※ 令和６年、令和７年の主催者認定２歳馬についての特例 

主催者認定２歳馬として出走した金沢競馬施行競走で収得した賞金額のうち、ＪＲＡ

認定競走（重賞級を含む）の本賞金を控除した額から３０％を減額する。ただし、１度

でも転入馬に該当したことがある場合は適用しない。 

 

※ 転入馬の総収得賞金額による補正 

  総収得賞金１億円以上の馬の番組賞金は最低１４０万円、２千万円以上１億円未満の

馬の番組賞金は最低７０万円とする。 

 



  イ 競走成績による番組賞金加算 

    当初番組賞金に、本年度金沢競馬初申込以降に収得した１着から５着までの本賞金を加

算して、新たな番組賞金を算出する。 

    なお、アの表２の各項に該当する競走については、その減額を適用する。 

  ウ 通算第２回から第１３回に３歳馬が一般馬競走に編入される場合の減額 

    編入時には、ア、イにより算出した番組賞金額の４０％を減額し、通算第１４回以降も

減額を継続する。ただし、一般馬競走で収得した賞金額は減額しない。 

    なお、この減額は３歳馬限定競走に出走する場合の番組賞金の算出には適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）着順確定後の失格（事後失格）について 

ア 事後失格が判明した競走に出走した失格馬（以下、失格馬）より後に入着した馬は、着順

が変更される。この場合、既に得た賞金と変更後の着順により交付される賞金の差額につい

ては、返還及び交付を行う。また、事後失格後に交付された賞金は番組賞金に算入する。 

イ 失格馬について、馬主は指定された日までに知事または市長に当該競走で得た賞金を返還

しなければならないため、その賞金額は当該馬の番組賞金には算入しない。 

ウ 事後失格があった場合、当該競走に出走した失格馬より後で入着した馬の着順、賞金等の

成績を訂正する。 

エ 事後失格によって賞金の返還及び交付が行なわれた場合、その賞金の増減によって編成を

変更する。ただし、番組編成委員が編成の変更が不可能と判断した場合は、次開催より適用

する。 

 

  

※ 主催者認定馬・実績馬が他場に転厩した場合の取り扱い 

  年内に金沢に帰厩して出走申込をした場合は、転入馬として扱い、番組賞金の再計算を

行う。この場合、帰厩後最初の出走申込を、本年度金沢競馬初申込とみなす。 

※ 端数の調整について 

  減額する額に生じた千円未満の端数は、減額項目ごとに切り上げる。 

  番組賞金に生じた千円未満の端数は切り捨てる。 



（７）編成方法 

ア ２歳馬競走 

（ア）原則、通算第３回から編成する。 

（イ）２歳新馬競走については、別途「２歳新馬競走（新馬戦）実施要領」により実施する。 

（ウ）編成する頭数が７頭に満たない場合は、編成しない。ただし、最初の２歳新馬競走を実

施した次の開催に限り、２歳馬競走の最少編成頭数を６頭とする。 

（エ）番組賞金上位の馬より編成し、番組賞金が同額の場合は、生年月日の早い馬、牡・セン、

牝、馬名五十音の順とする。 

イ ３歳馬競走 

（ア）通算第１回から第１３回、第２１回、第２２回に編成する。 

（イ）通算第１４回から第２０回においては、一般馬競走に編成する。 

（ウ）以下の馬は、通算第１４回開催を待たず、一般馬競走に編入する。編入時には、本要綱

２（５）ウ「通算第２回から第１３回に３歳馬が一般馬競走に編入される場合の減額」を

適用する。ただし、一般馬競走に編入後であっても３歳馬限定の重賞、準重賞及びＪＲＡ

条件交流競走に出走することができる。 

ａ ３歳Ａ級１組競走（重賞、準重賞及びＪＲＡ条件交流競走を含む）の勝馬 

ｂ 番組賞金が２５０万円を超えた馬 

（エ）番組賞金上位の馬より編成し、番組賞金が同額の場合は、生年月日の早い馬、牡・セン、

牝、馬名五十音の順とする。 

ウ 一般馬競走 

（ア）３歳以上の馬とする。 

（イ）番組賞金上位の馬より編成し、番組賞金が同額の場合は、生年月日の早い馬、牡・セン、

牝、馬名五十音の順とする。 

エ 重賞及び準重賞競走は、別表「令和８年度重賞・準重賞・ＪＲＡ認定競走等実施計画表」

による。 

オ 二走表示競走は、別途「二走表示競走実施要領」により実施する。 

 
 

（８）負担重量 

ア 定  量 

馬の年齢及び性により定めるもので、以下のとおりとする。ただし、Ａ１級競走は除く。 

なお、２歳馬及び３歳馬は馬齢重量とする。 

区分 牡・セン 牝 

２歳馬競走 ５６kg ５５kg 

３歳馬競走 ５７kg ５５kg 

一般馬競走 ５７kg ５５kg 

 

イ 別  定 

競走、馬の年齢、性、番組賞金及びその他に定める条件により算出するもの。 

ウ Ａ１級競走 

アの重量に、令和７年度通算第２１回以降の競走成績により、以下のポイントを積算し、 

６ポイントにつき１kg加算（上限３kg）とする。 

積算ポイント 対 象 競 走 

３ 重賞競走（３歳馬限定重賞を除き、他場施行を含む）の１着 

２ 重賞競走の２着、Ａ１級①組、ａ組、ｂ組、スプリング特別の１着 

１ Ａ１級①組、ａ組、ｂ組、スプリング特別の２着、Ａ１級②組の１着  



エ Ｂ１級以上に編成された３歳馬 

アの３歳馬馬齢重量より、以下のとおり減ずる。ただし、重賞、準重賞及びＪＲＡ条件交流

競走については、別に定める「金沢競馬番組表（概定番組）」のとおりとする。 

出 走 競 走 減量 牡・セン 牝 

Ａ１級①組、ａ組、ｂ組 ２kg減 ５５kg ５３kg 

Ａ１級②組、Ａ２級、Ｂ１級 １kg減 ５６kg ５４kg 

 

オ ２歳馬競走における加増 

ＪＲＡ認定競走（他場施行のＪＲＡ認定競走を含む）勝馬には１㎏加増する。 

カ 重賞競走及び準重賞競走 

別表「令和８年度重賞・準重賞・ＪＲＡ認定競走実施計画表」による。 

 

 

（９）出走頭数の制限及び競走の取り止め等 

ア 同一階級内の各組の出走投票頭数が異なる場合は、出走投票馬をもって編成替えすること

がある。 

イ 同一階級内の出走投票頭数がその階級内競走に５を乗じて得た数に満たない場合は、競走

数を減じ出走投票馬をもって編成替えすることがある。 

ウ 出走投票または編成替えを行っても出走投票頭数が５頭に満たない場合は、その競走を取

りやめ、別の競走を臨時編成することがある。 

エ 出走可能頭数は１２頭以内とする。ただし、９００ｍ競走については１０頭以内とする。 

オ 出走投票の結果、出走投票頭数がエで定める頭数を上回る場合、編成替えにより頭数の調

整を行う。なお、調整によっても出走投票頭数がエで定める頭数を上回る場合は、抽選によ

り休場馬を決定する。ただし、希望投票馬は抽選休場の対象としない。 

カ 抽選休場馬は、次開催での出走を優先する。 

キ 出走投票頭数により、競走順序及び番号を変更することがある。 

 

  



（10）番組除外 

以下の馬については、１開催出走を拒否する。 

なお、令和７年度通算第２１回から令和８年度通算第２０回までに下記ア～ウの同項目で、

２回以上番組除外を受けた場合、２開催出走を拒否する。 

また、通算第１９回で受けた２開催出走拒否及び通算第２０回で受けた１開催または２開催

出走拒否について、通算第２１回、第２２回には適用しない。ただし、馬体検査及び能力調教

検査の指示を受けた馬は、その指示に従うこと。 

開催執務委員長がやむを得ないと認めた場合は除く。 

ア 金沢競馬番組が別途定める制限タイムを超過して入線した馬（タイムオーバー） 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は適用しない。 

（ア）令和７年度通算第２１回、第２２回、令和８年度通算第１回～第３回開催の全競走 

（イ）当該競走中に鼻出血を発症 

（ウ）重賞競走、準重賞競走、距離選択競走、ＪＲＡ条件交流競走等の希望投票対象競走 

（エ）騎手交流競走、２歳新馬競走及び金沢競馬番組表（概定番組）で指定した競走 

イ 調教の再検査を指示された馬 

ウ 馬体検査を指示された馬 

 

 

（11）出走制限 

ア 鼻出血 

鼻孔からの出血を認め、（内視鏡検査の有無にかかわらず）それが内因性の鼻出血と判断さ

れた馬は、発症日の翌日から起算して、以下のとおり出走を制限する。 

発症の状況 制限日数 

① 発症日以前６ヶ月以内に発症歴がない ２０日間 

② ①の後６ヶ月以内に発症 ３０日間 

③ ②の後６ヶ月以内に発症 ６０日間 

④ ③の後６ヶ月以内に発症 ６０日間 

 

イ 規制薬物関係 

（ア）競走外検査等（陽性時の同きゅう馬検査等の競走検体以外の検査を含む）で陽性となっ

た馬は、検体採取日から６ヶ月経過後、検査を実施して陰性を確認されない限り、競走に

出走することができない。 

（イ）アナボリックステロイドが検出され出走停止を受けた馬は、出走した日から６ヶ月経過

後、検査を実施して陰性を確認されない限り、競走に出走することができない。 

（ウ）アナボリックステロイドを使用した馬は、使用した日から６ヶ月経過後、検査を実施し

て陰性を確認されない限り、競走に出走することができない。 

 

  



（12）馬検査（馬体検査及び能力調教検査） 

ア 検査の実施 

馬検査は、出走申込をした馬について、金沢競馬番組表（概定番組）で指定する日時、場

所において実施するものとする。 

イ 検査の種類 

（ア）馬体検査 

（イ）能力調教検査 

ウ 馬体検査 

以下のいずれかに該当する馬は、馬体検査を受検しなければならない。 

（ア）転入馬及び未出走馬 

（イ）前走時、出走取消、競走除外及び競走中止となった馬 

（ウ）競走後の馬体故障（鼻出血を除く）を理由として、主催者が指示した馬 

（エ）前開催に出走しなかった馬。ただし、以下のいずれかに該当する場合は免除する。 

ａ 前開催の馬体検査に合格 

ｂ 前々開催に出走し、馬体検査指示を受けることなく完走 

ｃ 前開催が２（１１）ア①（鼻出血１回目）に該当したことによる出走制限期間中 

エ 合格馬の有効期間 

合格した開催を含む２開催とする。ただし、編成不可となった開催は除く。 

なお、通算第２０回については１開催とする。 

オ 能力調教検査 

（ア）検査対象馬 

ａ 未出走馬（他場で能力調教検査に合格した馬を含む） 

ｂ 当該開催申込日（追加申込日を除く）以前、６カ月以上出走実績のない馬 

（例）出走申込日が１０月１日、最終出走日が４月１日・・・検査対象 

               最終出走日が４月２日・・・検査対象外 

    ｃ 最終出走時、タイムオーバーによる番組除外、発走または競走調教再検査指示、馬に

起因する出走停止処分のいずれかを受けた馬。ただし、ＪＲＡでタイムオーバーとなっ

た馬、障害再審査を指示された馬は除く。 

ｄ 本要綱２（１１）アにより、②～④の出走制限を受けた馬 

ｅ その他主催者の指定した馬 

（イ）能力調教検査騎乗騎手の服装等 

騎乗する騎手は、知事が別に定める騎手服、帽子及び番号ゼッケンを用いること。 

（ウ）距離及び能力調教検査タイム 

    ａ 距離は１,４００ｍとする。ただし、２歳未出走馬は通算第９回検査まで９００ｍと

する。 

    ｂ 能力検査タイムは、通算第３回までは、番組賞金・馬齢に応じた階級により、以下の

とおりとする。通算第４回以降は、２（１０）アで金沢競馬番組が定めたタイムとする。 

なお、一般馬競走に編入された３歳馬は、番組賞金に応じた階級のタイムとする。 

階級 能力検査タイム 

Ａ１級・Ａ２級 １分４０秒０ 

Ｂ１級・Ｂ２級 １分４１秒０ 

Ｃ１級 １分４３秒０ 

Ｃ２級・３歳Ａ級 １分４４秒０ 

３歳Ｂ級 １分４５秒０ 

２歳 １分４７秒０（９００ｍの場合は１分９秒０） 

 



（エ）能力調教検査の編成 

     ３歳以上馬競走（１競走８頭以内）と２歳馬競走、２歳未出走馬競走（１競走７頭以内）

を編成する。 

なお、検査休みにより１競走の出走頭数が１頭となる場合、競走を合わせることがある。 

（オ）合格馬の有効期間 

合格した開催を含む５開催とする。ただし、編成不可となった開催は含まない。 

カ 馬検査不合格事項 

（ア）健康に支障があると認められる馬 

（イ）視力障害のある馬及び痼疾の程度が重い馬、または外見上醜いと認められるもの 

（ウ）競走能力に支障があると認められる馬 

（エ）調教が十分でないと認められる馬 

（オ）能力検査タイムを超過した馬 

（カ）その他競走の公正を害する恐れがあると認められた馬 

 

 

３ その他 

（１）本年度の３月開催については原則翌年度の番組編成要綱を用いることとするが、変更するこ

とがある。 

（２）重賞競走及び準重賞競走は、別表「令和８年度重賞・準重賞・ＪＲＡ認定競走等実施計画表」

による。 

（３）交流競走は、別に定める各交流競走実施要領及び同細目による。 

（４）この要綱に定めのない事項については、開催執務委員長が別に定める。 

（５）年度途中においてもこの要綱を変更することがある。 

 

  



２歳新馬競走（新馬戦）実施要領 

 

金沢競馬において「令和８年度金沢競馬番組編成要綱」で定める競走のほか、当要領に基づき、

２歳新馬競走を実施する。 

 

１ 競走の種類  

平地競走 

 

２ 競走数 

通算第３回から第１４回までの間に８競走程度とし、編成できなくなった時点で打ち切る。 

ただし、２歳新馬が６頭以上編成できる場合、通算第１５回以降にも編成することがある。 

 

３ 競走距離 

通算第９回までは９００ｍ、通算第１０回以降は１,４００ｍとする。ただし、２歳新馬競走の

状況により変更する場合がある。 

 

４ 負担重量 

「令和８年度金沢競馬番組編成要綱」による。 

 

５ 編成方法等 

（１）主催者が認定した２歳新馬のみで編成するものとし、編成順位は生年月日の早い馬、牡・セ

ン・牝、馬名五十音の順とする。 

（２）２歳新馬は２歳新馬競走の出走を優先する。ただし、２歳新馬競走が終了した場合は、この

限りでない。 

（３）編成する頭数が６頭に満たない競走は、編成しない。ただし、２歳新馬競走が頭数不足で編

成不可となった次の開催に限り、最少編成頭数を５頭とする。 

（４）２歳新馬競走の編成競走数は、以下のとおりとする。 

ア １０頭以下の場合は、１競走とする。 

イ １１頭以上２０頭以下の場合は、２競走とする。 

ただし、出走投票頭数の合計が９頭以下となった場合は、１競走に編成替えをする。 

ウ ２１頭以上の頭数の場合は、上記に準じて実施する。 

（５）出走投票頭数の合計が４頭以下の場合は、その競走を取りやめる。 

（６）２歳新馬競走の出走は、１回限りとする。 

 

  



二走表示競走編成等実施要領 

 

金沢競馬において、「令和８年度金沢競馬番組編成要綱」で定める競走のほか、競走数確保のた

め、当要領に基づき金沢競馬通算第１回から第２２回までの期間、同一開催で２回編成を実施する

ことがある。 

 

１ 編成馬の階級 

Ｃ１級、Ｃ２級及び３歳のうち、金沢競馬番組表（改定番組）で発表された階級とする。 

 

２ 編成馬の資格 

当該開催前半の上記１階級の編成馬とする。ただし、以下の馬は除く。 

（１）当該開催前半競走の出走取消馬、競走除外馬、競走中止馬及び勝馬 

（２）当該開催前半出走時に出走停止、出走制限及び番組除外を受けた馬 

（３）一般馬競走に編成されるべき要件に達した３歳馬は、３歳馬条件の二走表示競走には編成し

ない。 

 

３ 競走距離 

１,４００ｍ、１,５００ｍ 

 

４ 負担重量 

「令和８年度金沢競馬番組編成要綱」による。 

 

５ 出走確認 

原則、当該開催前半の競走終了までに行う。 

 

６ 編成方法 

（１）当該開催前半終了後の収得賞金より算出した番組賞金下位の馬から編成する。番組賞金が同

額の場合は、生年月日の早い馬、牡・セン、牝、馬名五十音の順とする。 

（２）１競走の編成は、原則７頭以上１４頭以内とする。 

（３）編成頭数を超えて編成されなかった馬は、次開催の二走表示競走への編成を優先する。 

（４）出走投票時に１３頭以上投票があった場合は、番組賞金上位の馬から格付け休みとし、抽選

休場扱いとはしない。なお、次開催の二走表示競走への編成を優先する。 

（５）上記（３）（４）の編成優先馬が次開催前半競走の勝馬となった場合は、当該開催二走表示競

走に編成しない。 

（６）上記（４）以外の理由により二走表示競走に編成された馬が格付け休みとなった場合は、次

開催に限り二走表示競走に編成しない。 

 

７ 出走手当 

別途「令和８年度金沢競馬報償金等支給要綱」に定める１開催２回出走の２走目の額を適用す

る。 

 

 

 

 



出走希望投票実施要領 

 

金沢競馬で実施する特定の競走について、出走希望馬を募る投票（以下、「希望投票」という。）

を実施することがある。 

 

１ 対象競走 

重賞競走、ＪＲＡ条件交流競走及び距離選択競走とする。 

その他の競走については、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

 

２ 希望投票を行う資格のある馬 

重賞競走、ＪＲＡ条件交流競走については、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

距離選択競走については、当該クラスに編成予定のすべての馬とする。 

なお、当該開催において実施される重賞競走への優先出走権を有する馬に係る希望投票はでき

ない。 

 

３ 編成頭数 

原則１２頭以内とする。ただし、９００ｍ競走については１０頭以内とする。 

ＪＲＡ条件交流競走については、ＪＲＡ所属馬６頭以内、金沢競馬所属馬と合わせて１２頭以

内とする。変更する場合は、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

 

４ 希望投票馬の編成順位 

距離選択競走については、番組賞金上位の馬から編成する。 

重賞競走、その他の競走については、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

希望投票数が３で定める編成頭数を上回った場合、編成順位下位の馬から番組編成要綱２（７）

により一般競走に編成される。 

 

５ 追加編成 

希望投票馬が３で定める編成頭数に満たない場合、出走資格がある馬のうち番組賞金上位の馬

から追加編成する。 

 

６ 辞退届 

５による対象競走への編成を希望しない場合は、別途定める辞退届を提出することとする。 

辞退を認める競走については、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

なお、重賞競走への優先出走権を有する馬の辞退は認めない。 

 

７ 受付時間 

当該競走が実施される開催の申込日の翌日から、前開催の最終競走発走後２０分までとする。 

これを変更する場合は、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

 

８ 投票の方法 

２の馬を管理する調教師が、別途定める用紙に必要事項を記入して、競馬業務課競走業務グル

ープ内に設置する投票箱に投票することで成立する。 

 

９ その他 

投票の誤り及び失念に関する責任は、すべて調教師が負うものとする。 



令和８年 金沢競馬報償金等支給要綱 

 

この要綱は、令和８年において、石川県及び金沢市が行う金沢競馬に出走した馬の馬主、調教師、

騎手及びきゅう務員（中央競馬調教助手及び地方競馬調教師補佐を含む）に対する報償金（賞金及

び諸手当）の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 馬主に関するもの 

（１）賞金 

賞金（１着～５着）の額は、別表「令和８年金沢競馬賞金基準表」による。ただし、競走中

止した場合は支給しない。 

同着の場合における賞金は、その着順以下、同着となった馬の頭数に相当する着順までの賞

金の総額を同着の頭数に等分して支給する。この場合、１００円未満の端数は切り捨てる。 

 

（２）着外手当 

下表の額を支給する。 

なお、表に記載のない競走については、「金沢競馬番組表（概定番組）」による。 

区   分 金 額（円） 

ＪＲＡ条件交流競走（金沢所属馬） ４０,０００ 

準重賞競走 ２０,０００ 

一般・特別競走 １０,０００ 

 

（３）出走手当 

各競走に出走した馬１頭当たり下表の額を支給する。 

なお、表に記載のない競走については、「金沢競馬番組表（概定番組）」による。 

区   分 金 額（円） 

２歳新馬競走 １５０,０００ 

２歳馬競走（新馬戦を除く） ７７,０００ 

Ａ１級競走 ８５,０００ 

Ａ２級競走 ８２,０００ 

Ｂ１級、Ｂ２級競走 ８０,０００ 

Ｃ１級競走 ７８,０００ 

Ｃ２級競走、３歳馬競走 ７２,０００ 

１開催２回出走の２走目（Ｃ１、Ｃ２及び３歳） ４０,０００ 

 

  



（４）金沢デビュー馬出走奨励金 

以下の馬が２歳馬競走（２歳新馬競走を含む）または通算第１３回までの３歳馬競走（通算

第１３回以前に一般馬競走に編入された３歳馬については、通算第１３回までの編入先の競走

を含む）に出走した場合、１競走につき２歳馬は４０，０００円、３歳馬は２５,０００円を支

給する。 

ア 主催者認定２歳馬または主催者認定３歳馬 

イ 冬季他場転厩馬である３歳馬（令和７年の主催者認定２歳馬に限る） 

ウ ２歳時に出走実績がなく、３歳時に金沢競馬で初出走した馬で、引き続き金沢競馬場に所

属する馬（３歳金沢デビュー馬） 

 

（５）重賞競走に係る奨励金・褒賞金 

  ア 白山大賞典奨励金・褒賞金 

    白山大賞典競走において、以下の条件を満たした馬の馬主に支給する。ただし、③④は鼻

出血を発症した馬・競走を中止した馬にのみ先着した場合は支給しない。 

    また、②③④の奨励金は、⑤の褒賞金を支払う場合は支給しない。 

区   分 金 額 

① トライアル競走（イヌワシ賞）の１着馬が出走 １００万円 

② 出走した金沢所属馬のうち最先着馬 １０万円 

③ ②の馬が他地方競馬場所属馬１頭以上に先着した場合、追加で １０万円 

④ ③の馬がＪＲＡ所属馬１頭以上に先着した場合、追加で １０万円 

⑤ 金沢所属馬が白山大賞典競走（ＪｐｎⅢ）に勝利 ３００万円 

 

イ 重賞競走奨励金 

    以下の重賞競走のトライアル競走１着馬（金沢所属馬に限る。）が当該重賞競走に出走し 

た場合、馬主に支給する。 

対象となる重賞競走 金 額 

兵庫チャンピオンシップ（園田・ＪｐｎⅡ） １００万円 

百万石賞・石川優駿・日本海スプリント・ネクストスター金沢・ＭＲＯ金賞 ５０万円 

 

  ウ ３冠競走褒賞金 

以下の重賞競走をすべて勝利した場合、当該馬の馬主に支給する。 

 

エ 金沢デビュー馬重賞競走褒賞金 

    （４）の奨励金の受給資格を有する馬が、以下の重賞競走に勝利した場合に支給する。 

区   分 金 額 

２歳・３歳ダートグレード競走 １００万円 

ネクストスター競走、地方全国交流２歳馬重賞競走（他場実施を含む） ５０万円 

その他２歳馬重賞競走（他場実施を含む） ３０万円 

 

  ※ ＪＢＣ競走に係る奨励金・褒賞金については、当該競走の実施要領・細目で定める。 

 

区   分 金 額 

北日本新聞杯・石川優駿・サラブレッド大賞典（３歳クラシック３冠） １００万円 

百万石賞・北國王冠・中日杯（古馬３冠） ２００万円 



（６）能力調教検査合格奨励金 

主催者認定２歳馬について、能力調教検査合格順に下表の額を支給する。なお、１０頭目と

１１頭目以降などに順番がつけられない場合、各枠の対象頭数は１０頭（全体で３０頭）を超

えることがある。 

ただし、奨励金の支給については、能力調教検査合格の有効期間（合格した開催を含む５開

催）内に２歳新馬競走または２歳馬競走に出走した馬に限り、総額９００万円を超えた開催以

降は支給しない。 

枠 合格順 実施回数 １頭当たり支給金額 対象頭数 

Ａ １～１０番 ～通算第６回まで ４００，０００円 １０頭 

Ｂ １１～２０番 通算第８回まで ３００，０００円 １０頭 

Ｃ ２１～３０番 通算第１０回まで ２００，０００円 １０頭 

 

（７）競走馬輸送手当 

別に定める各交流競走実施要領による。 

 

（８）中央競馬交流競走輸送手当 

金沢所属馬が中央競馬会施行競走に出走する際、輸送費について、２００,０００円を支給

する。 

 

（９）春期出走馬確保手当（越冬手当） 

通算第２０回最終日以降、退きゅうすることなく（他場施行の交流競走に出走する場合を除

く）継続して金沢所属調教師のきゅう舎で管理され、通算第２１回に出走申込をした馬に対し、

１頭当たり５０,０００円を支給する。 

 

（10）２歳新馬の報償金 

２歳新馬競走の編成終了後、２歳新馬は既走馬との混合編成となる。この場合、２歳馬競走

に既走馬とともに出走した２歳新馬に限り、２歳新馬競走相当の報償金（賞金、出走手当）を

支給する。ただし、通算第１５回以降については、支給する競走は１回限りとする。 

 

（11）報償金支給の条件 

ア 出走投票をした馬について、投票頭数不足による競走取り止めまたは抽選休場となった場

合、その競走に係る着外手当、出走手当及び金沢デビュー馬出走奨励金と同額を支給する。

なお、２歳新馬競走に係る出走手当は、２歳馬競走の額とする。 

イ 発走後競走が不成立となった場合は、４着賞金相当額、出走手当及び金沢デビュー馬出走

奨励金を支給する。なお、２歳新馬競走に係る出走手当は、２歳馬競走の額とする。 

ただし、重賞競走、準重賞競走、特別編成競走、ＪＲＡ条件交流競走及びＪＲＡ認定競走

については、５着賞金相当額、出走手当及び金沢デビュー馬出走奨励金を支給する。 

 

  



２ 調教師に関するもの 

（１）調教師賞 

各競走に出走した馬の調教師に、下表の金額を支給する。 

ただし、ＪＢＣ競走については当該競走の実施要領で定める。 

同着の場合における調教師賞は、その着順以下、同着となった馬の頭数に相当する着順まで

の金額の総額を同着の頭数に等分して支給する。この場合、１０円未満の端数は切り捨てる。 

(単位:円) 

区 分 
白山 

大賞典 
重賞Ａ 

重賞Ｂ 

２歳新馬 

準重賞競走 

特別編成時 

の最上位組 

JRA交流 

JRA認定 

特別競走 

一般競走 

１ 着 200,000    70,000   20,000 13,000    11,000    7,000 

２ 着  140,000     49,000   14,000 9,100    7,700    4,900 

３ 着   100,000     35,000    10,000 6,500    5,500    3,500 

４着以下   40,000 － － － － － 

 

重賞Ａ及び重賞Ｂは下表のとおりとする。以下、騎手賞及びきゅう務員賞も同じ。 

重賞Ａ 重賞Ｂ 

ネクストスター中日本（東海交流） 

百万石賞 

北國王冠（全国交流） 

中日杯 

イヌワシ賞（全国交流） 

石川優駿 

ネクストスター金沢 

ＭＲＯ金賞 

日本海スプリント 

読売レディス杯（全国交流） 

金沢スプリントカップ（全国交流） 

金沢ファンセレクトカップ 

金沢シンデレラカップ（全国交流） 

徽軫（ことじ）賞（東海交流） 

お松の方賞（東海交流） 

兼六園スプリント（東海交流）  

金沢クイーン賞 

金沢競馬開幕記念 

サラブレッド大賞典 

石川テレビ杯 

金沢ヤングチャンピオン 

金沢スプリングカップ 

利家盃 

北日本新聞杯 

かがやきスプリント 

加賀友禅賞 

百万石かがやきナイター賞 

金沢鼓門賞 

ＪＢＣイヤー記念 

ノトキリシマ賞 

金沢サマーカップ 

金沢城鼠多門賞 

尾山御坊賞  
 

（２）白山大賞典奨励金・褒賞金 

   白山大賞典競走において、以下の条件を満たした場合に支給する。 

ただし、③④は鼻出血を発症した馬・競走を中止した馬にのみ先着した場合は支給しない。 

区   分 金 額 

① トライアル競走（イヌワシ賞）の１着馬が出走 ２０万円 

② 出走した金沢所属馬のうち最先着馬 ２万円 

③ ②の馬が他地方競馬場所属馬１頭以上に先着 ４万円 

④ ③の馬が日本中央競馬会所属馬１頭以上に先着 ６万円 

⑤ 金沢所属馬が白山大賞典競走に勝利 ６０万円 

 



（３）兵庫チャンピオンシップ競走調教師奨励金 

   金沢所属馬が第３回ネクストスター中日本競走に勝利し、第２７回兵庫チャンピオンシップ

競走（ＪｐｎⅡ）に出走した場合、当該馬の管理調教師に１０万円を支給する。 

 

（４）調教管理手当 

各競走に出走した馬の調教師に、８,４００円を支給する。 

なお、交流競走等は、別に定める各交流競走実施要領に基づき支給する。 

 

（５）調教師開催手当 

１開催につき、１０,０００円を支給する。 

 

（６）早期入きゅう手当 

・令和７年２月までに入きゅう：５０,０００円／１頭 

・令和７年３月までに入きゅう：２５,０００円／１頭 

 

（７）２歳特別管理手当（金沢所属馬かつ金沢初出走時の１回限り） 

・主催者認定２歳馬  ：１６,０００円／１頭 

・他場からの転入２歳馬：１２,０００円／１頭 

 

（８）特別参加手当 

別に定める各交流競走実施要領による。 

 

（９）２歳新馬競走に係る報償金 

馬主に１（９）の報償金が支給される２歳新馬について、２歳新馬競走相当の報償金（調教

師賞）を支給する。 

 

（10）その他 

   出走投票をした管理馬について、投票頭数不足による競走取り止め、抽選休場及び発走後競

走が不成立となった場合、当該競走出走とみなし、調教管理手当を支給する。 

 

 

３ 騎手に関するもの 

（１）騎手賞 

   各競走に出走した馬の騎手に、下表の金額を支給する。ただし、ＪＢＣ競走については当該

競走の実施要領で定める。同着の場合における騎手賞は、調教師賞と同様に算出し、支給する。 

(単位:円) 

区 分 
白山 

大賞典 
重賞Ａ 

重賞Ｂ 

２歳新馬 

準重賞競走 

特別編成時 

の最上位組 

JRA交流 

JRA認定 

特別競走 

一般競走 

１ 着  150,000     50,000    15,000 13,000    11,000    7,000 

２ 着   105,000     35,000    10,500 9,100    7,700    4,900 

３ 着   75,000     25,000    7,500 6,500    5,500    3,500 

４着以下   30,000 － － － － － 

 

 



（２）白山大賞典褒賞金 

白山大賞典競走において金沢所属馬が勝利した場合、騎乗していた金沢所属騎手に３０万円

を支給する。 

 

（３）騎乗手当 

各競走に出走した馬の騎乗１回につき、８,４００円を支給する。 

なお、交流競走等は、別に定める各交流競走実施要領に基づき支給する。 

 

（４）馬具管理手当 

各競走に出走した馬の騎乗１回につき、３，０００円を支給する。 

ただし、本手当の支給は金沢所属騎手に限る。 

 

（５）騎手研修館入館手当 

金沢所属騎手の騎手研修館入館者に対し、開催１日につき７,０００円を支給する。 

ただし、出走投票終了時点で騎乗予定がなく入館しなかった場合及び騎手の都合により当日

の全騎乗を取りやめた場合は、支給しない。 

 

（６）負担重量軽量馬騎乗特別手当 

負担重量が５３ｋｇ以下（減量騎手は減量される前の重量）の馬に騎乗した騎手に対し、 

１騎乗につき５,０００円を支給する。 

 

（７）２歳特別騎乗手当（金沢所属馬かつ金沢初出走時の騎乗１回限り） 

・主催者認定２歳馬  ：１２,０００円／１頭 

・他場からの転入２歳馬： ８,０００円／１頭 

 

（８）特別騎乗手当及び特別参加手当 

別に定める各交流競走実施要領による。 

 

（９）新人騎手確保対策手当 

金沢競馬でデビューする新人騎手に対し、１,０００,０００円を支給する。 

また、デビュー後３年間、１開催につき１５，０００円（３年目の通算第２２回開催に限り

２５，０００円）を支給する。ただし、１回も騎乗しなかった開催に係る手当は支給しない。 

 

（10）２歳新馬競走に係る報償金 

馬主に１（９）の報償金が支給される２歳新馬について、２歳新馬競走相当の報償金（騎手

賞）を支給する。 

 

（11）報償金支給の条件 

ア 出走投票された騎乗馬について、投票頭数不足による競走取り止め、抽選休場及び発走後

競走が不成立となった場合、当該競走騎乗とみなし、騎乗手当を支給する。 

イ 騎乗停止の処分を受け、その違反行為が公正確保上必要あるものとして、「裁決委員の騎手

変更命令によって処置されるような場合」に限り、当該競走のすべての賞状、賞品、騎手賞、

騎乗手当その他これに類する金品（特別騎乗手当及び特別参加手当を除く）を支給しない。 

 

  



４ きゅう務員に関するもの（中央競馬調教助手及び地方競馬調教師補佐を含む） 

（１）きゅう務員賞 

調教師が届出した認定きゅう務員で、当該馬の飼養または調教を補助した者に対し、下表の

金額を支給する。ただし、ＪＢＣ競走については当該競走の実施要領で定める。同着の場合に

おけるきゅう務員賞は、調教師賞と同様に算出し、支給する。 

(単位:円) 

区 分 
白山 

大賞典 
重賞Ａ 

重賞Ｂ 

２歳新馬 

準重賞競走 

特別編成時 

の最上位組 

JRA交流 

JRA認定 

特別競走 

一般競走 

１ 着  150,000     50,000    15,000 13,000    11,000    7,000 

２ 着   105,000     35,000    10,500 9,100    7,700    4,900 

３ 着   75,000     25,000    7,500 6,500    5,500    3,500 

４着以下   30,000 － － － － － 

 

（２）白山大賞典褒賞金 

金沢所属馬が白山大賞典競走に勝利した場合、きゅう務員賞の受賞者に３０万円を支給する。 

 

（３）きゅう務手当 

調教師が届出した認定きゅう務員で、飼養または調教を補助した馬が出走した場合、当該馬

の出走１回につき、８,４００円を支給する。ただし、支給はきゅう務員１名につき、１開催当

たり７頭までとするが、１開催２回編成の２走目は支給制限頭数に含めない。 

なお、交流競走等は、別に定める各交流競走実施要領に基づき支給する。 

 

（４）きゅう務員開催手当 

調教師が届出した認定きゅう務員で、飼養または調教を補助した馬が出走した場合、きゅう

務員１名につき、１開催当たり８,０００円を支給する。 

 

（５）早期入きゅう手当 

・令和７年２月までに入きゅう：５０,０００円／１頭 

・令和７年３月までに入きゅう：２５,０００円／１頭 

 

（６）２歳特別管理手当（金沢所属馬かつ金沢初出走時の１回限り） 

・主催者認定２歳馬  ：１２,０００円／１頭 

・他場からの転入２歳馬： ８,０００円／１頭 

 

（７）特別参加手当 

別に定める各交流競走実施要領による。 

 

（８）２歳新馬競走に係る報償金 

馬主に１（９）の報償金が支給される２歳新馬について、２歳新馬競走相当の報償金（きゅ

う務員賞）を支給する。 

 

（９）その他 

   出走投票をした飼養または調教を補助した馬について、投票頭数不足による競走取り止め、

抽選休場及び発走後競走が不成立となった場合、当該競走出走とみなし、きゅう務手当を支給



する。 

 

５ 薄暮・ナイター手当 

発走時刻が１７時以降の競走に出走した馬の金沢所属調教師及び騎手に対し、１競走につき以

下の額を支給する。なお、調教師は１競走に管理馬が複数出走している場合も１回とする。 

また、金沢所属調教師が届出した認定きゅう務員については、薄暮手当は１競走につき１回、

ナイター手当は飼養または調教を補助した馬１頭につき以下の額を支給する。 

・薄暮手当（１７時～１９時発走）  ：１，５００円 

・ナイター手当（１９時１分以降発走）：３，０００円 

 

６ レコード賞 

タイムレコードを更新した馬の馬主、調教師、騎手及びきゅう務員（中央競馬調教助手及び地

方競馬調教師補佐を含む）に対し、各々に７,０００円を支給する。同着の場合、同着となった馬

の頭数に等分して支給する。この場合、１００円未満の端数は切り捨てる。 

 

７ 災害等により取り止める場合 

災害その他特別の事情により、出走馬確定以後、開催または競走が取りやめとなる場合、馬主、

調教師、騎手及びきゅう務員に対し、それぞれ出走手当及び金沢デビュー馬出走奨励金の全額、

調教管理手当の 1/2、騎乗手当の 1/2、きゅう務手当の 1/2相当額を支給する。ただし、災害など

の影響により、公正確保上、出走が認められない場合（主催者が出走を認めない場合）、それぞれ

出走手当及び金沢デビュー馬出走奨励金、調教管理手当、騎乗手当及びきゅう務手当を支給する。

また、当該中止となった日に疾病・負傷などにより出走することが不可能であると認められる馬

に係る支給はしない。なお、上記の支給を受けた馬が、同一開催内で出走した場合の出走手当は、

二走目の額とする。 

 

８ 災害・事故その他特別の事情により取り止め等になる場合 

災害・事故その他特別の事情により、開催又は競走が取りやめとなる、または発走後競走が不

成立となった場合（７に規定する場合を除く）は、１(11)、２(10)、３(11)、４(９)及び５の規

定にかかわらず、馬主、調教師、騎手及びきゅう務員に対し、当該事情に応じて開催執務委員長

が決定し、報償金等を支給することができる。 

 

９ 報償金等の支払い方法 

（１）通常の競走 

ア 馬主に関する報償金は、半開催終了ごとに口座振替により支払う。 

イ 調教師、騎手及びきゅう務員の報償金は、１開催終了ごとに口座振替により支払う。 

 

（２）交流競走（中央所属馬、他場所属馬） 

ア 馬主、調教師及び騎手に関する報償金は、当該開催終了後に口座振替により支払う。 

イ 中央競馬所属の調教助手及びきゅう務員に関する報償金は、当該開催終了後に所属する調

教師に口座振替により支払う。 

ウ 地方競馬所属の調教師補佐及びきゅう務員に関する報償金は、当該開催終了後に口座振替

により支払う。ただし、口座の届出がない場合は、所属する調教師に口座振替により支払う。 

 

（３）同着の場合で、賞状または賞品を分割することができないときは、抽選により支給する。 

 

（４）臨場業務を委託した調教師の報償金は、受託調教師に支払う。 



ただし、中央競馬所属調教師の報償金は、委託調教師に支払う。 

 

（５）８の規定による報償金等は、（１）（２）の規定にかかわらず、支給決定後、速やかに支払う。 

 

10 賞金等の返還について 

（１）次に係る規定により事後失格となった馬がある場合において、当該競走における当該馬に係

る賞状、賞品、賞金、奨励金、手当その他これに類する金品（以下、賞金等）は支給しない。 

既に受領している者は、知事または市長が指定する期日までに、当該賞金等を返還しなけれ

ばならない。 

ア 出走投票した馬について、規則に定める薬品または薬剤を使用したとき。 

イ 上記アの薬品または薬剤以外のものであっても、出走投票した馬について、馬の競走能力

を一時的に高める、または減ずる目的をもって使用したとき。 

ウ 上記アの薬品または薬剤の影響下にある馬を出走投票したとき。 

エ 騎手が競走において、正当な理由がなく、馬の全能力を発揮させなかったとき。 

オ 競走に関し、馬が不正な協定の実行その他不正な目的に供されたとき。 

 

（２）事後失格が判明した競走に出走した失格馬以外の馬は、失格馬の着順変更に伴い、着順が変

更される。この場合、既に交付した賞金額と変更後の成績により交付される賞金額が相違する

場合は、その差額について返還及び交付を行うこととする。 

 

11 報償金等を支給しない場合 

（１）２歳馬競走において、編成頭数不足により競走を編成できない場合は、報償金は支給しない。 

（２）失格馬に係る馬の馬主、調教師、騎手及びきゅう務員（中央競馬調教助手及び地方競馬調教

師補佐を含む）のそれぞれの責に帰す場合は、当該責任者に関する報償金は支給しない。 

（３）調教師やきゅう務員（中央競馬調教助手及び地方競馬調教師補佐を含む）が賞典停止の処分

（他主催者が金沢競馬開催日を対象として科した処分を含む）を受けたときは、その処分を受

けた競走以降、その期間中（非処分日を除く）の賞状、賞品、調教師賞（きゅう務員賞）、調教

管理手当（きゅう務手当）その他これに類する金品について、以下のとおり一部を支給しない。 

区分 支給の有無 

賞状及び商品 支給しない 

調教師賞・きゅう務員賞 

調教管理手当・きゅう務手当 

調教師開催手当・きゅう務員開催手当 

早期入きゅう手当・２歳特別管理手当 

薄暮・ナイター手当 

レコード賞 

（令和８年３月３１日まで） 

支給しない 

（令和８年４月１日から） 

1日２５，０００円を上回る部分のみ支給する 

特別参加手当及びその他褒賞金・奨励金 支給する 

 

12 その他 

（１）令和９年３月開催については、原則として令和９年金沢競馬報償金等支給要綱を用いる。ま

た、この要綱は年の途中においても変更することがある。 

（２）消費税は内税方式とする。 

（３）この要綱に定めのない事項については、開催執務委員長が別に定める。 

 

  



（別表）          令和８年 金沢競馬 賞金基準表 

一般競走 

賞金配分率：１７５方式（単位：千円） 

階級 
区 分 １着 ２着 ３着 ４着 ５着 合計 

配分率 100 34 18 13 10 175 

Ａ１級 

特別（１組） 2,300 782 414 299 230 4,025 

特別（ａ、ｂ組） 2,000 680 360 260 200 3,500 

特別（２組） 1,500 510 270 195 150 2,625 

Ａ２級 

ＪＲＡ交流 

（１勝クラス） 
1,000 340 180 130 100 1,750 

特別（１組） 1,000 340 180 130 100 1,750 

特別（ａ、ｂ組） 900 306 162 117 90 1,575 

特別（２組～） 800 272 144 104 80 1,400 

Ｂ１級 

特選 800 272 144 104 80 1,400 

特別（１組） 700 238 126 91 70 1,225 

一般（２組～） 550 187 99 71 55 962 

Ｂ２級 

特選 650 221 117 84 65 1,137 

特別（１組） 550 187 99 71 55 962 

一般（２組～） 500 170 90 65 50 875 

Ｃ１級 

特選 520 176 93 67 52 908 

特別（１組） 480 163 86 62 48 839 

一般（２組～） 450 153 81 58 45 787 

Ｃ２級 

特選 470 159 84 61 47 821 

特別（１組） 450 153 81 58 45 787 

一般（２組～） 430 146 77 55 43 751 

３歳Ａ級 

ＪＲＡ交流 

（３歳未勝利） 
1,000 340 180 130 100 1,750 

特別（１組） 1,200 408 216 156 120 2,100 

一般（２組） 600 204 108 78 60 1,050 

一般（３組～） 500 170 90 65 50 875 

３歳Ｂ級 

特選 480 163 86 62 48 839 

特別（１組） 450 153 81 58 45 787 

一般（２組～） 430 146 77 55 43 751 

２歳 

スーパードリーム

２歳新馬 
2,500 850 450 325 250 4,375 

２歳新馬 1,600 544 288 208 160 2,800 

特別（１組） 1,200 408 216 156 120 2,100 

一般（２組～） 600 204 108 78 60 1,050 



重賞競走 

賞金配分率：１７０方式 ※ＮＳ中日本・金沢：１８０方式（単位：千円） 

競 走 名 １着 ２着 ３着 ４着 ５着 合計 

第３回 ネクストスター中日本 12,000 4,200 2,400 1,800 1,200 21,600 

ＪＢＣイヤー記念 2,500 800 400 300 250 4,250 

第７回 ノトキリシマ賞 2,500 800 400 300 250 4,250 

第３６回 金沢スプリングカップ 3,500 1,120 560 420 350 5,950 

第７回 利家盃 3,500 1,120 560 420 350 5,950 

第３４回 北日本新聞杯 3,500 1,120 560 420 350 5,950 

第７回 お松の方賞 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第６９回 百万石賞 10,000 3,200 1,600 1,200 1,000 17,000 

第１０回 石川優駿 10,000 3,200 1,600 1,200 1,000 17,000 

第９回 日本海スプリント 6,000 1,920 960 720 600 10,200 

第１回 金沢サマーカップ 2,500 800 400 300 250 4,250 

第３回 兼六園スプリント 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第１３回 加賀友禅賞 3,000 960 480 360 300 5,100 

第１回 金沢城鼠多門賞 2,500 800 400 300 250 4,250 

第２回 能登復興祈念 

    百万石かがやきナイター賞 
3,000 960 480 360 300 5,100 

第４４回 読売レディス杯 5,000 1,600 800 600 500 8.500 

第２２回 イヌワシ賞 10,000 3,200 1,600 1,200 1,000 17,000 

第２１回 石川テレビ杯 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第６１回 サラブレッド大賞典 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第２回 金沢鼓門賞 3,000 960 480 360 300 5,100 

第４６回 白山大賞典 30,000 9,600 4,800 3,600 3,000 51,000 

第１１回 金沢シンデレラカップ 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第２回 金沢クイーン賞 5,000 1,600 800 600 500 8.500 

第２４回 金沢スプリントカップ 5,000 1,600 800 600 500 8.500 

第４回 ネクストスター金沢 10,000 3,500 2,000 1,500 1,000 18,000 

第１回 かがやきスプリント 3,500 1,120 560 420 350 5,950 

第１６回 ＪＢＣレディスクラシック 60,000 19,200 9,600 7,200 6,000 102,000 

第２６回 ＪＢＣスプリント 80,000 25,600 12,800 9,600 8,000 136,000 

第２６回 ＪＢＣクラシック 100,000 32,000 16,000 12,000 10,000 170,000 

第７４回 北國王冠 10,000 3,200 1,600 1,200 1,000 17,000 

第２９回 金沢ヤングチャンピオン 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第７０回 ＭＲＯ金賞 7,000 2,240 1,120 840 700 11,900 

第８回 徽軫(ことじ)賞 4,000 1,280 640 480 400 6,800 

第６２回 中日杯 10,000 3,200 1,600 1,200 1,000 17,000 

金沢ファンセレクトカップ２０２６ 5,000 1,600 800 600 500 8.500 

金沢競馬２０２７開幕記念 5,000 1,600 800 600 500 8.500 

第１回 尾山御坊賞 2,500 800 400 300 250 4,250 

 

 

 



準重賞競走 

賞金配分率：１７０方式（単位：千円） 

競 走 名 １着 ２着 ３着 ４着 ５着 合計 

湖南賞（Ｂ１級） 1,000 320 160 120 100 1,700 

恋路賞（Ｂ１級） 1,000 320 160 120 100 1,700 

能登波の花賞（Ｂ１級） 1,000 320 160 120 100 1,700 

石川門カップ（３歳） 1,400 448 224 168 140 2,380 

若駒賞（３歳） 1,400 448 224 168 140 2,380 

くろゆり賞（２歳） 1,400 448 224 168 140 2,380 

あての木賞（２歳） 1,400 448 224 168 140 2,380 

敬馬賞（Ｂ級以下９歳以上） 1,000 320 160 120 100 1,700 

 

 

ＪＲＡ認定競走・騎手交流競走 

賞金配分率：１７５方式（単位：千円） 

競 走 名 １着 ２着 ３着 ４着 ５着 合計 

スフェーン賞（２歳認定・仮称） 2,500 850 450 325 250 4,375 

ヤングジョッキーズシリーズＴＲ①② 600 204 108 78 60 1,050 

 

 

 



 

競馬の開催に必要な事項について 

 

１ 臨場業務の代行許可 

調教師は、臨場業務を他の調教師に委託する場合、「臨場業務委託許可申請書」を当該馬の装

鞍所引き付け時刻３０分前までに裁決委員に提出し、許可を受けること。 

 

２ 馬体重の測定 

競走に出走する馬は、装鞍所引き付けの際に馬体重の測定を受けること。 

 

３ 装鞍所及び下見所等への引き付けの代行 

調教師は、きゅう務員に引き付けを代行させる場合、「代行許可願書」を当該馬の装鞍所引き

付け時刻までに馬場管理委員に提出し、許可を受けること。 

 

４ 馬場への立ち入り 

馬場入場から発走委員の集合合図までの間、馬の口をとる者が馬場へ立ち入る場合は、馬場管

理委員の許可を受けること。 

 

５ 騎手の負担重量の減量制度 

（１）最初の騎手免許取得日から起算して５年後の同日の２日前まで 

 

ア 男性騎手 

勝利度数 減ずる重量 出馬表の表記 

３０回以下 ３kg減 ▲ 

３１回以上５０回以下 ２kg減 △ 

５１回以上１００回以下 １kg減 ☆ 

 

イ 女性騎手 

勝利度数 減ずる重量 出馬表の表記 

５０回以下 ４kg減 ★ 

５１回以上１００回以下 ３kg減 ▲ 

１０１回以上 ２kg減 ◇ 

 

（２）最初の騎手免許取得日から起算して５年後の同日の１日前以降 

ア 男性騎手 

  減量制度の対象とはしない 

イ 女性騎手 

  勝利度数にかかわらず２kg減ずる（出馬表の表記は◇） 

 

（３）減量適用時期 

ア 金沢所属騎手及び他場所属騎手（期間限定騎乗騎手を含む）は、上記の勝利度数達成日の

翌日以降の最初の出走投票から適用する。 

イ 中央競馬所属騎手は、当該競走の騎乗申込締切前日までの競走成績によるものとする。 

 

 



 

（４）勝利度数の範囲 

ア 金沢所属騎手及び他場所属騎手（期間限定騎乗騎手を含む）は、地方競馬及び中央競馬に

おける全ての平地競走の勝利度数とする。 

イ 中央競馬所属騎手は、中央競馬施行規程に定める勝利度数とする。 

 

（５）減量適用の取消について 

ア 金沢所属騎手（期間限定騎乗騎手を含む）は、減量制度の適用を取消す場合は、石川県知

事の許可を受けなければならない。ただし、減量制度の適用を取消した者は、再度、減量制

度の適用を受けることはできない。 

イ 中央競馬所属騎手は、中央競馬施行規程に定めるとおりとする。 

 

（６）重賞競走等（ダート交流重賞を含む）の騎乗及び減量適用について 

   上記（４）に定める勝利度数が１０回以上の騎手について、騎乗することが可能である。た

だし、減量制度の適用騎手であっても、減量は行わない。 

 

（７）その他 

別途、実施要領または金沢競馬番組表（概定番組）等で定められた競走については、それら

に記載のとおりとする。 

 

６ 騎乗数の制限 

１日の騎乗回数は、８回を限度とする。ただし、本人が了承するとき、裁決委員がやむを得な

いと認めたときは、この限りではない。 

 

７ 編成馬の退厩 

当該開催において編成された馬は、当該馬にかかる競走が終了するまで退厩は認めない。 

ただし、以下の場合については、この限りでない。 

（１）獣医委員が許可した場合（退厩許可通知書の発行） 

なお、事業局が休みの場合は退厩届と必要書類（獣医の診断書またはレントゲン写真等）を

厩舎ガードマンに預けること。 

（２）退厩日が当該馬にかかる出走投票締切日以降で、休場が確定している場合 

 

８ 発走に関する事項 

（１）覆面の使用を希望する場合は、覆面審査を受験すること。覆面審査は原則、２歳馬等集団馴 

致調教または能力調教検査の際に行う。受験の際は、「覆面使用許可申請書」を受験する覆面審 

査日の３日前までに発走委員へ提出すること。なお、他場で覆面承認を受けている場合は、覆 

面審査を免除する。 

（２）補助手段のうち入先、尾持を行う場合、及び覆面やロープ等の補助具を使用する場合は、当 

該馬の発走時刻５分前までに発走委員に申し出ること。 

（３）中持、尾持、尾上等、馬に直接触れる補助手段に関しては、きゅう舎関係者が行うこと。 

（４）出走馬１頭につき、最低１人は必ず厩務員（または調教師）が発走地点に臨場し、原則引き 

入れすること。 



出走申込・調教師の届出・騎乗申込に関する事項 

 

標記申込・届出に必要な事項は、石川県地方競馬実施条例施行規則（以下「規則」という。） 

第２３条～第２５条に定める事項のほか、以下のとおりとする。 

 

１ 出走申込 

（１）規則第２３条の「競馬番組で定める締切日時」は、「「令和８年度 番組関係日程」にて指定し

た日の午前１０時とする。 

（２）規則第２３条の「競馬番組で定める場所」は、石川県競馬事業局競馬業務課競走業務グルー

プ（以下「金沢競馬番組」という。）とする。 

（３）規則第２３条第２項の「馬登録証以外の書類」は、日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」という。）

が発行する中央成績証明書とする。ただし、中央競馬からの除籍馬に限る。 

なお、金沢競馬番組の判断により、その他の書類を徴することがある。 

（４）規則第９１条第２項に基づく「「馬主の代理人届出書」を石川県競馬事業局競馬業務課管理グ

ループに提出している馬については、代理人として届け出た調教師に代行させることができる。 

（５）追加申込の期日に出走申込ができる馬は、再転入馬・転入馬で能力調教検査を要さない馬、

又は金沢競馬番組が適当と認めた馬に限る。 

（６）出走馬の資格については、令和８年度金沢競馬番組編成要綱の１に定めるとおりとする。 

（７）金沢競馬が施行するＪＲＡ「・他地方競馬場との交流競走に、ＪＲＡ・他地方競馬場所属馬が

出走申込する場合については、当該競走の実施要領・細目で定める。 

 

２ 調教師の届出 

（１）届出の締切及び場所は、１の（１）で定める日時及び場所とする。 

（２）届出ができる調教師は、金沢競馬場において調教できる調教師免許証を有する者に限る。 

（３）金沢競馬が施行するＪＲＡ・他地方競馬場との交流競走に係る調教師の届出については、当

該競走の実施要領・細目で定める。 

（４）調教師の届出に合わせて届け出た飼養管理補助きゅう務員を変更するときは、当該馬に係る

出走投票日の前営業日の１５時までに、金沢競馬番組へ直接申し出ること。 

 

３ 騎乗申込 

（１）騎乗申込の締切及び場所は、１の（１）で定める日時及び場所とする。ただし、ＪＲＡ・他

地方競馬場所属騎手の騎乗申込は、騎乗予定競走の出走投票日の前営業日１５時までとする。 

（２）申し込むことができる騎手は、金沢競馬場において騎乗できる騎手免許証を有する者に限る。 

 

４ その他 

１～３の事項を変更する場合は、金沢競馬番組表（概定番組）で発表する。 

  



（参考）石川県地方競馬実施条例施行規則（抜粋・一部編集） 

 

第２３条 馬主(共有馬の場合にあっては、共有代表馬主)は、競馬に馬を出走させようとするとき

は、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、知事が別に定める出走

申込書に協会が交付した馬登録証及び出走申込手数料を添えて提出する出走申込みを行わなけ

ればならない。ただし、省令第五十六条第四項に規定する地方競馬と中央競馬の交流による競走

(以下「地方競馬指定交流競走」という。)に出走する中央馬(石川県地方競馬実施条例第三条第一

項ただし書の中央馬をいう。以下同じ。)に係る出走申込手数料については、この限りでない。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、出走申込みをした者に対し、馬登録証以外の書類の提出

を求めることができる。 

３～５ （略） 

 

第２４条 調教師は、その管理する馬について前条第一項の出走申込みが行われたときは、知事が

別に定める届出書に次に掲げる書類を添えて、前条第一項の締切日時までに、同項の場所におい

て、提出しなければならない。 

一 地方競馬全国協会（以下、「協会」という。）が交付した調教師免許証 

二 当該馬の飼養又は調教を補助するきゆう務員に係る知事が交付したきゆう務員認定証。ただ

し、地方競馬指定交流競走にあつては馬の飼養又は調教の補助をする者として日本中央競馬会

(以下「競馬会」という。)が交付した調教助手承認証又はきゆう務員承認証の写し、他の都道

府県又は法第一条の二第二項の規定による指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)

の長が管理するきゆう舎において飼養されている馬が出走する競走(以下「一般交流競走」と

いう。)にあつては当該都道府県又は指定市町村の長が交付したきゆう務員認定証の写し 

２ （略） 

 

第２５条 騎手は、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、知事が別に定

める騎乗申込書に協会が交付した騎手免許証及び騎乗申込手数料を添えて提出する騎乗申込みを行

わなければならない。ただし、地方競馬指定交流競走に出走する中央馬に係る騎乗申込手数料につい

ては、この限りでない。 

２ （略） 

 

第９１条 馬主は、競馬に関し、その所有する馬(そのものが組合である場合には、組合財産である

馬)について預託契約を締結した調教師でなければ代理人とすることができない。 

２ 馬主は、調教師を代理人とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなけれ

ばならない。 

一 調教師の氏名 

二 代理権を与える事項及び期間 

３ 前項の場合において、馬主が共有馬について調教師を代理人としたときは、共有代表馬主が同

項の書面を提出しなければならない。 



（サラ系３７Ｒ）

距離 1着賞金 賞金総額 着外手当 出走手当
(ｍ) (千円) (千円) (千円) (千円)

1 4月7日 ３歳スプリントシリーズ　ＪＲＡ重賞級認定競走 サラ系３歳

(県１回) （火） 第３回　ネクストスター中日本 （東海・北陸交流）

1 4月12日

(県１回) （日）

2 4月19日 スポーツニッポン杯

(県２回) （日） 第７回　ノトキリシマ賞

2 4月21日 ＨＡＢ杯　第３６回　金沢スプリングカップ

(県２回) （火） 【日本海スプリント(6/14)ＴＲ】

3 5月3日 北國新聞社杯　第７回　利家盃 ５８ｋｇ

(県３回) （祝・日）【百万石賞(5/31)ＴＲ】 牝馬２ｋｇ減

4 5月10日 第３４回　北日本新聞杯

(県４回) （日） 【石川優駿(6/9)ＴＲ】

4 5月17日 北陸・東海チャンピオンシップ２０２６ サラ系３歳以上・牝馬

(県４回) （日） 第７回　お松の方賞 （東海・北陸交流）

5 5月31日 (一社)ＪＢＣ協会協賛（グレナディアガーズ賞）

(市１回) （日） 第６９回　百 万 石 賞

6 6月9日 (一社)ＪＢＣ協会協賛（ゴールドドリーム賞）

(県５回) （火） 第１０回　石 川 優 駿

6 6月14日 (一社)ＪＢＣ協会協賛（ウインブライト賞）

(県５回) （日） 第９回　日本海スプリント

7 6月28日

(県６回) （日）

8 7月5日 中日スポーツ杯 サラ系３歳

(県７回) （日） 第３回　兼六園スプリント （東海・北陸交流）

8 7月12日 山口シネマ杯　第１３回 加賀友禅賞

(県７回) （日） 【読売レディス杯(8/11)ＴＲ】

9 7月19日 第１回　金沢城鼠多門賞

(市２回) （日） 【サラブレッド大賞典(9/13)ＴＲ】

9 7月26日

(市２回) （日）

10 8月11日 ＧＲＡＮＤＡＭＥ－ＪＡＰＡＮ２０２６ サラ系３歳以上・牝馬

(県８回) （祝・火）第４４回　読売レディス杯 （地方全国交流）

11 8月25日 北國新聞社杯　第２２回　イヌワシ賞 サラ系３歳以上

(県９回) （火） 【白山大賞典(9/22)ＴＲ】 （地方全国交流）

12 9月6日 ＪＲＡ認定競走※

(県10回) （日） 第２１回　石川テレビ杯【ＮＳ金沢(10/20)ＴＲ】

13 9月13日 日本トーター杯

(県11回) （日） 第６１回　サラブレッド大賞典

13 9月21日 金沢ケーブル杯　第２回　金沢鼓門賞

(県11回) （祝・月）【金沢スプリントカップ(10/18)ＴＲ】

13 9月22日 農林水産大臣賞典 サラ系３歳以上

(県11回) （休・火）第４６回　白 山 大 賞 典 【ＪｐｎⅢ】 （中央・地方全国交流）

14 10月4日
ＧＲＡＮＤＡＭＥ－ＪＡＰＡＮ２０２６　ＪＲＡ認定競走
※

サラ系２歳・牝馬

(市３回) （日） 北國新聞社杯　第１１回　金沢シンデレラカップ （地方全国交流）

14 10月6日 (一社)ＪＢＣ協会協賛（ストラクター賞）　報知新聞社杯

(市３回) （火） 第２回　金沢クイーン賞（ハクサンアマゾネス記念）

15 10月18日 北陸四県畜産協会長賞 サラ系３歳以上

(県12回) （日） 第２４回　金沢スプリントカップ （地方全国交流）

15 10月20日 未来優駿２０２６　ＪＲＡ重賞級認定競走※

(県12回) （火） 第４回　ネクストスター金沢

16 10月25日 加賀ケーブル杯　第１回　かがやきスプリント

(県13回) （日） 【ＭＲＯ金賞(11/23)ＴＲ】

16 11月3日 農林水産大臣賞典 サラ系３歳以上・牝馬

(県13回) （祝・火）第１６回　ＪＢＣレディスクラシック【ＪｐｎⅠ】 （中央・地方全国交流）

16 11月3日 農林水産大臣賞典 サラ系３歳以上

(県13回) （祝・火）第２６回　ＪＢＣスプリント【ＪｐｎⅠ】 （中央・地方全国交流）

16 11月3日 農林水産大臣賞典 サラ系３歳以上

(県13回) （祝・火）第２６回　ＪＢＣクラシック【ＪｐｎⅠ】 （中央・地方全国交流）

17 11月15日 農林水産大臣賞典 サラ系３歳以上

(県14回) （日） 第７４回　北國王冠 （地方全国交流）

17 11月17日 ＪＲＡ認定競走※

(県14回) （火） テレビ金沢杯　第２９回　金沢ヤングチャンピオン

18 11月23日 (一社)ＪＢＣ協会協賛（コパノリッキー賞）

(県15回) （祝・月）第７０回　ＭＲＯ金賞

18 11月29日 北國新聞社杯 サラ系３歳以上・牝馬

(県15回) （日） 第８回　徽軫(ことじ)賞 （東海・北陸交流）

19 12月13日

(県16回) （日）

20 12月27日 北國新聞社後援 サラ系３歳以上

(県17回) （日） 金沢ファンセレクトカップ２０２６ （ファン投票・記者選抜）

21 3月18日 ２０２７年

(県18回) （木） 金沢競馬開幕記念

22 3月28日 第１回　尾山御坊賞

(県19回) （日） 【利家盃（日程未定）ＴＲ】

（備考） １　本表は変更することがある。詳細は金沢競馬番組表（概定番組）にて発表する。

２　※印のＪＲＡ認定競走については、中央競馬会の承認後、正式決定となる。

３　種付権利について

  (一社)ＪＢＣ協会協賛競走は予定であり、種牡馬等正式決定後に概定番組等で発表する。本表に記載された種牡馬の種付権利は、２０２６年度の種付シーズンのみ有効とする。

　種牡馬が死亡した場合、種付不能や種付休業の場合、シンジケート解散等により所有権が変更された場合や海外で供用される場合は、本権利を行使することが出来ない。

４　負担重量（賞金別定）について

　同一組内番組賞金下位の馬を定量とし、３歳限定重賞は番組賞金４５０万円ごとに１ｋｇ加増、その他重賞は番組賞金９００万円ごとに１ｋｇ加増、加増上限２ｋｇとする。

　ただし、JBCイヤー記念及び尾山御坊賞については、番組賞金５００万円ごとに１ｋｇ加増、加増上限２ｋｇとする。

５６ｋｇ
ＪＲＡ認定馬５７ｋ
ｇ

第６２回　中 日 杯 サラ系３歳以上

３歳５４ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

サラ系４歳以上

３歳５５ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

３歳５２ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

３歳５５ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

３歳５４ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

３歳５６ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

4,000 6,800

60 100

５６ｋｇ
ＪＲＡ認定馬５７ｋ
ｇ

３歳５５ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

第２回　能登復興祈念　百万石かがやきナイター賞

ＪＢＣイヤー記念

第１回　金沢サマーカップ

サラ系３歳以上

３歳５２ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

３歳５４ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

３歳５２ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

70 100 定量

３歳５２ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

３歳５４ｋｇ
４歳以上５８ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

３歳５４ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

1,500

賞金
別定

(備考４)

100 110 定量

サラ系３歳以上 1,700 2,500 4,250

サラ系３歳以上 1,400 6,000 10,200

100 110 定量

100 110 別定

サラ系３歳 2,000 10,000 17,000

サラ系３歳以上 2,100 10,000 17,000

70

50

100サラ系４歳以上

サラ系３歳 1,700 3,500 5,950

別定

60 100 定量

1,500 4,000 6,800 100 定量

72 定量

1,400 3,500 5,950

60

サラ系４歳以上 1,700 2,500 4,250

60 100
賞金
別定

(備考４)
1,700 2,500 4,250

60 100 定量

100 110
賞金
別定

(備考４)

サラ系４歳以上 1,500 5,000 8,500

３歳５６ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

1,500 5,000 8,500

100 110 定量

別定

70 100 定量

2,000 10,000 17,000

1,400 4,000 6,800

サラ系２歳

110 定量

100 72 定量サラ系３歳 1,400 7,000 11,900

1,700 4,000 6,800 60 77

2,600 10,000 17,000 100

1,400 80,000 136,000 500 250 定量

2,100 100,000 170,000 500 250 定量

250 定量

サラ系３歳 1,400 3,500 5,950

1,500 60,000 102,000 500

定量100 77

50 72
賞金
別定

(備考４)

サラ系２歳 1,400 10,000 18,000

1,400 5,000 8,500

３歳５３ｋｇ
４歳以上５５ｋｇ

1,500 5,000 8,500サラ系３歳以上・牝馬

100 110 定量

80 100 定量

250 150 Ｇ別定

60 100 定量

1,500 4,000 6,800

100 定量
３歳５５ｋｇ
４歳以上５７ｋｇ
牝馬２ｋｇ減

2,100 30,000 51,000

サラ系３歳以上 1,400 3,000 5,100 60

50 72 別定 競走成績により加増

60 77 別定

定量

サラ系２歳 1,400 4,000 6,800

サラ系３歳 2,000 4,000 6,800

1,500 5,000 8,500 100 110 定量

100
賞金
別定

(備考４)
1,400 3,000 5,100

サラ系３歳 1,900 2,500 4,250
賞金
別定

(備考４)
50 72

2,000 10,000 17,000

60

100 110

サラ系３歳以上・牝馬 1,500 3,000 5,100

1,400 12,000 21,600 100

令 和 ８ 年 度　　重　賞　競　走　実　施　計　画　表

開催回数 施行日   競   　　　  走　　　     名  出　　 走　　 資　　 格
負担重量

（基本重量）

110 定量

60 100 定量

60 100
賞金
別定

(備考４)

サラ系３歳・牝馬 1,500 2,500 4,250

2,000 3,500 5,950

50 72 定量

サラ系４歳以上



距離 1着賞金 賞金総額 着外手当 出走手当
ｍ (千円) (千円) (千円) (千円)

9 7月26日 ＪＲＡ認定競走※

(市２回) （日） スフェーン賞＊（仮称）

（備考） １　本表は変更することがある。詳細は金沢競馬番組表（概定番組）にて発表する。

２　※印のＪＲＡ認定競走については、中央競馬会の承認後、正式決定となる。

３　＊印の２歳馬競走の実施日及び競走名は、２歳の入きゅう状況等により変更することがある。　　

距離 1着賞金 賞金総額 着外手当 出走手当
ｍ (千円) (千円) (千円) (千円)

1 4月3日

(県１回) （金）

5 5月26日

(市１回) （火）

10 8月9日 サラ系２歳

(県８回) （日） （主催者認定馬）

11 8月18日

(県９回) （火）

13 9月22日 サラ系Ｂ級以下・９歳以上

(県11回) （休・火） （東海・北陸交流）

15 10月11日

（県12回） （日）

19 12月15日 サラ系２歳

(県16回) （火） （主催者認定馬）

22 3月24日 サラ系３歳

(県19回) （水） （主催者認定馬・実績馬）

２０２６ヤングジョッキーズシリーズ

ヤングジョッキーズシリーズＴＲ金沢　第１戦

２０２６ヤングジョッキーズシリーズ

ヤングジョッキーズシリーズＴＲ金沢　第２戦

（備考） １　本表は変更することがある。詳細は金沢競馬番組表（概定番組）にて発表する。

２　※印の３歳馬競走の出走条件は、令和７年度金沢競馬褒賞金等支給要綱１（４）に定める金沢デビュー馬出走奨励金の受給資格がある馬とする。

３　＊印の２歳馬競走の実施日は、２歳の入きゅう状況等により変更することがある。　

別途要領
による

定量

30
別途要領
による

定量

別定

100 別定

80 別定

20 80 別定

100 定量

令 和 ８ 年 度 準 重 賞 競 走 及 び 騎 手 交 流競 走実 施計 画表

時期未定 サラ系Ｃ２級 1,500 600 1,050 30

時期未定 サラ系Ｃ２級 1,400 600 1,050

日刊スポーツ杯　若駒賞 1,500 1,400 2,380 20 90 別定

20 80 別定

金沢ケーブル杯　あての木賞＊ 1,500 1,400 2,380 20 100

デイリースポーツ杯　能登波の花賞 サラ系Ｂ１級 1,900 1,000 1,700

敬馬賞 1,400 1,000 1,700 30 90 別定

楽天競馬杯　くろゆり賞＊ 1,400 1,400 2,380 20

サンケイスポーツ杯　石川門カップ※
【かがやきスプリント(10/25)ＴＲ】

サラ系３歳 1,400 1,400 2,380 20 90 別定

中京スポーツ杯　恋路賞 サラ系Ｂ１級 1,400 1,000 1,700 20

オッズパーク杯　湖南賞 サラ系Ｂ１級 1,700 1,000 1,700

（サラ系１０Ｒ）

開催回数 施行日   競   　　　  走　　　     名  出　　 走　　 資　　 格 負担重量

サラ系２歳
（主催者認定馬）

1,400 2,500 4,375 10

（サラ系１Ｒ）

開催回数
施　行
予定日

  競   　　　  走　　　     名  出　　 走　　 資　　 格 負担重量

令 和 ８ 年 度 Ｊ Ｒ Ａ 認 定 競 走 ( 除 く 重 賞 ) 実 施 計 画 表



（参考） 

入厩検査について 

 

全国的に交流競走が増加し、各競馬場間で入厩条件の統一が求められていることから、入厩条件

を以下のとおりとする。ただし、国内において、馬伝染性貧血等の重大な家畜伝染病が発生した場

合は、侵入防止のため自衛的に隔離検疫を強化することがある。 

 

入厩手順及び検査時間は、以下のとおりとする。なお、他場施行の交流競走に出走するため、短

期間金沢競馬場を退厩する馬については、入退厩の届出及び入厩検査は不要とする。 

１ 当該馬が入厩する前日までに「競走馬入厩届」を馬検査所に提出すること。 

２ 届け出た馬が到着したときは、自厩舎内の馬房に入れて馬検査所に連絡すること。 

 

 

 

 

 

 

３ 入厩検査について、以下のとおり検査する。ただし、不合格となった馬は入厩を拒否する。 

（１）馬の健康状態 

異常のないものを合格とする（隻眼は不可）。 

（２）馬体照合 

血統登録書と一致するものを合格とする。 

（３）馬インフルエンザ 

基礎免疫完了後、初回補強接種がされており、その後、半年に１回（春期と秋期）の補強接

種を受けているものを合格とする。 

 

４ 競馬業務課の休日における入厩馬の取扱いについて 

競馬業務課の休日については、主催者による入厩検査は実施しない。なお、翌日が休日である

業務終了後の入厩及び休日の入厩については、自厩舎に繋留、鼻炎等の症状を認める場合は速や

かに検疫厩舎に繋留し、後日主催者の指示を受けること。 

 

 

使用許可蹄鉄について 

 

１ 尋常蹄鉄 

２ 尋常ニウム蹄鉄 

３ 厚尾蹄鉄 

４ ハイベスト蹄鉄：田代ハイベスト、タイワハイベスト 

５ 兼用蹄鉄 

埋め込み鋼片は２mmまでとし、競走ニウムは認めない。なお、新製品等は、事前に主催者に使

用の可否を確認すること。 

検査時間 

・ ９時１０分 ～ １０時００分 まで 

・１６時００分 ～ １７時００分 まで 



６ その他 

（１）肢蹄保護のために加工した蹄鉄（例えば、鉄橋など）の使用については、装鞍所引き付け時

刻までに「装蹄許可願書」を馬場管理委員に提出し許可を受けること。 

（２）跣蹄（裸足）での出走は認めない。ただし、発走前に落鉄し、蹄鉄を打ち直すことができな

い場合は、跣蹄での出走を認める場合がある。 

（３）クッション蹄鉄（エクイロックス）は改装において釘打ちのみを認め、釘打ち不可の場合は

跣蹄での出走とする。 

 

使用許可馬装具について 

 

１ 鞍とその付属品 

競走鞍とする。腹帯、鐙革、鐙及び鞍下については、特に規定は設けない。 

 

２ 頭絡とその付属品 

競走頭絡及び水勒頭絡とする。 

・鼻 革：フランス、ドイツ、クロス、コンビ等 

・手 綱：特に規定は設けない 

 

３ ハミ 

水勒ハミとする。 

・形 状：通常中折れ、棒ハミ、ジョイントハミ 

・材 質：通常金属、ゴム、スライディングマウス 

・ハミ環：通常の形状、Ｄハミ、エッグハミ、枝ハミ、リングハミ 

 

４ マルタンガール 

アイリッシュマルタンガール、ランニングマルタンガール及びソリッドマルタンガールとする。 

 

５ その他 

ハミ吊、胸がい、鞍ずれ防止帯、頬あて（ゴム板・革製）、メンコ（頭絡の下に装着したもの）、

遮眼帯（ハーフカップまで）、舌しばり、レインライトとする。 

 

６ 禁止馬装具について 

大勒ハミ、ワイヤービット、ペラムビット、スリーリング、ハックモア、ジャーマンマルタン

ガール、スタンディングマルタンガール、ネーザルストリップ、拍車等の強制力が強く、使用す

ることによりレース中の事故の誘発を増強すると判断される馬装具及び馬の癖矯正、馬体保護以

外の目的（競走能力に支障をきたすもの）で開発された馬装具については、その使用を禁止する。 

 

７ 準備運動中までの使用を認める馬装具について 

レース中の使用は禁止するが、リップチェーン・ハートビット・折り返し手綱・ワンコ・上メ

ンコ（頭絡の上に装着したメンコ）等発走地点で容易に取り外しが可能な馬装具については、準

備運動中までの使用を認める。 

 

８ 特殊馬装具及び新規発売馬装具について 

パシュファイアー（ホライゾンネット）、イタイタ等の特殊馬装具、ジェーンリーグルビット・

タンビット・ダブルジョイントビット・ビリービット等の特殊ハミ及び新規発売馬装具等につい

ては、事前に主催者へ申告のうえ、馬場管理委員の許可を受けたものについて使用を認める。 



２１ 県１８ 2/9 月 2/25 水 3/2 月 3/2 月 3/4 水 3/5 木

２２ 県１９ 2/18 水 3/10 火 3/13 金 3/13 金 3/16 月 3/18 水

１ 県１ 3/3 火 3/23 月 なし 3/25 水 なし 3/30 月

２ 県２ 3/18 水 4/9 木 なし 4/11 土 なし 4/13 月

３ 県３ 3/30 月 4/18 土 4/23 木 4/23 木 4/24 金 4/25 土

４ 県４ 4/13 月 4/30 木 なし 5/4 月 なし 5/6 水

５ 市１ 4/25 土 5/14 木 なし 5/18 月 なし 5/21 木

６ 県５ 5/6 水 5/28 木 なし 6/1 月 なし 6/4 木

７ 県６ 5/21 木 6/11 木 なし 6/15 月 なし 6/18 木

８ 県７ 6/4 木 6/25 木 なし 6/29 月 なし 7/1 水

９ 市２ 6/18 木 7/9 木 なし 7/13 月 なし 7/15 水

１０ 県８ 7/1 水 7/23 木 なし 7/25 土 なし 7/30 木

１１ 県９ 7/15 水 8/6 木 なし 8/8 土 なし 8/13 木

１２ 県１０ 7/30 木 8/20 木 なし 8/22 土 なし 8/27 木

１３ 県１１ 8/13 木 9/3 木 なし 9/7 月 なし 9/9 水

１４ 市３ 8/27 木 9/18 金 なし 9/23 水 なし 9/24 木

１５ 県１２ 9/9 水 10/1 木 なし 10/3 土 なし 10/7 水

１６ 県１３ 9/24 木 10/15 木 なし 10/17 土 なし 10/21 水

１７ 県１４ 10/7 水 10/31 土 なし 11/2 月 なし 11/6 金

１８ 県１５ 10/21 水 11/9 月 11/12 木 11/12 木 11/17 火 11/19 木

１９ 県１６ 11/6 金 11/24 火 11/28 土 11/28 土 12/1 火 12/4 金

２０ 県１７ 11/19 木 12/7 月 12/10 木 12/10 木 12/15 火 12/18 金

２１ 県１８ 2/12 金 3/2 火 3/5 金 3/5 金 3/9 火 3/11 木

２２ 県１９ 2/19 金 3/12 金 なし 3/14 日 なし 3/20 土

※　馬体検査・追加馬体検査の時刻は、概定番組にて通知する。なお、出走取消馬に係る馬体検査は、原則として
　　前開催最終日の最終レース付近で行うものとし、これを変更する場合は別途通知する。

令和８年度　番 組 関 係 日 程

（下記の日程は変更する場合がある）

開催回次 概定番組 申　込 追加申込
馬体検査
能力検査

追加馬体検査※ 格付発表


